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はじめに

「戦争がルールに則ったゲームだなんてと
んでもない。この世にこれ以上の下劣極ま
る悪行はない。このことをしっかり肝に銘
じなければならない。決して戦争をもてあ
そんではならない」。

　このトルストイの言葉が，英国下院外交委員
会による報告書「民間軍事会社規制オプション」

（2002年２月12日）に寄せた外務英連邦相の序文
に掲げられている1。「グリーンペーパー」と呼
ばれるこの報告書には，民間軍事会社の法的規
制の可能性がさまざま指摘されており，各国の
状況も出てくる。日本については，わずか２行
しかない。「日本は重要な立法もなく，導入する
計画もない。1989年の国連の民間軍事会社規制
に関する協定に加入する計画もない」と。
　ことほど左様に，日本においては民間軍事会
社の問題はほとんど知られていない。国家のコ
アの機能である軍事機能が「民営化」されると
いう事柄の重大性・可能性についての認識も問
題意識も十分ではないように思われる。
  近年，グローバル化は主として私的アクター
によって，民営化はグローバルな枠のなかで行
われている。「このグローバルな民営化の際立っ
た事例が民間軍事会社である」2とされる。その
活動は，兵站部門から「低強度紛争」（LIC：

Low Intensity Conflict）や国家間紛争における
戦闘行為への参加に至るまで，グローバルな規
模で展開されている。
　「戦争市場」をめぐる民間企業の利潤追求の
構造に対して，いかなる規制が可能か。憲法，と
りわけ徹底した平和主義を掲げる日本国憲法秩
序のもとで，民間軍事会社はどのようなおさま
り方をするのか。「憲法と経済秩序」という本研
究会のメインテーマに接近すべく，私なりの仕
方でこの問題を検討してみたい3。

Ⅰ．軍事機能の民営化現象をどう診るか

１．国家による暴力独占と民営化
　「国家とは，……正当な物理的暴力行使の独
占を（実効的に）要求する人間共同体である」。
M.Weberの有名な言葉だが4，この国家による

「暴力の独占」のありようはきわめて複雑であ
り，近年その「ゆらぎ」と見られる現象がさま
ざまに論じられている5。D.Grimmは「高権の民
営化」を語る脈絡で，外部委託が無制限になっ
たとき，暴力独占が危殆に瀕することをあえて
指摘し，自覚を求めている6。「官から民へ」と
いう情緒的パローレの突出に既視感があるなか，
民営化の範囲や射程には慎重な議論が求められ
る。
　いかなる機能が民営化されているか。民営化
の射程については，⒜行為形式の民営化，⒝組
織形式の民営化，⒞遂行する主体の民営化，⒟
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事務の民営化，⒠責任の民営化といったアング
ルから論じられている7。警察や刑務所など「対
内的安全保障」領域でも民営化は確実に進んで
いる8。日本でも半官半民（PFI方式）の刑務所
が山口県美祢市など4箇所に存在する。自衛隊で
も支援部門の民間委託が進んでいる。国家権力
の最もコアな部分において，民営化は一般的傾
向になりつつあるように見える。
　だが，とりわけ軍事機能の民営化ないしアウ
トソーシングを野放図に認めると，軍事力の本
質にかかわる悩ましい問題を直ちに惹起する。

「軍」と「民」の棲み分けについての自覚が求め
られる所以である。

２．民間軍事会社とは何か
　これまで民間軍事会社と括弧抜きで使ってき
たが，その定義も用語法も一様ではない。直接
戦闘行為に関与する，限りなく傭兵に近いもの
から，要人警護や軍事訓練や情報についてのコ
ンサルティング業務，兵站（ロジスティック）
機能全般の支援まで，その活動レンジは広い。さ
しあたり，ここでは，「軍事専門的知見とノウハ
ウをもって多様な役務を提供する民間企業」と
いう一般的な定義から出発しよう。
　用語法ではPMC（Private Military Company）
が知られているが，PMF（Private Military 
Firm）もある。他方，軍事的イメージを払拭し
たい側からは，PSC（Private Security Compa-
ny）という名称が好まれるようである9。近年で
は，いわゆる「モントルー文書」（2008年９月）
に 採 用 さ れ たPMSCs（Private Military and 
Security Companies）が正式用語化されつつあ
るようである。そこで以下，PMSCsという含意
で民間軍事会社という名称を括弧抜きで用いる
ことにしたい。

３．民間軍事会社の歴史的位置
　民間軍事会社（PMSCs）は「現代の傭兵」と
呼ばれることがあるが，そもそも傭兵の歴史は
戦争それ自体と同じくらい古い10。カルタゴや
ローマの時代から，またギリシャ都市国家でも，

ルネッサンス期のイタリア都市国家でも，30年
戦争でも，傭兵は重要な役割を果たした。15，16
世紀は，スイスの傭兵が「傭兵市場」を席巻し
ていた。
　17世紀，ウェストファリア体制のもと，傭兵
は表向き否定されるが，確実に存在した。18世
紀の西インド会社にも２万5000人の傭兵がいた。
アメリカ独立戦争でも傭兵が活躍した。軍隊と
いうのは究極の「公」であり，国家機能の究極
のコアであると言いながら，実はその機能は
ずっと昔から「私」の部分により，利益追求の
目的も含めて行われてきたと言えなくもない。
国家による暴力独占の空洞化は400年前から始
まっていたわけである。
  ところで，傭兵は個人単位であり，国家間で
戦争をやっているときでも，国家の忠誠を超え
て敵国の傭兵になった者もいた。傭兵はいわば
職業の選択肢の一つだった。ちなみに，日本国
憲法９条は個人の生き方に平和主義的義務づけ
をしているわけでないから，個人として傭兵に
なることを禁止していない。個人が職業として
民間軍事会社（PMSCs）の社員になって，死ぬ
リスクを背負って海外に出ていくことを妨げる
ことはできない。民間軍事会社は原理的にどの
ように説明されるだろうか。

４．民間軍事会社の原理モデル
　E.Krahmannは，軍人の理念モデルと民間軍
事会社との関係を次のように説明している11。
図をご覧いただきたい。
　それによると，共和主義の観点からは，モデ
ルは市民－軍人であり，国家と社会の関係は相
互的義務，動機は自衛，アイデンティティは個
人－市民である。その統制は社会的代表制であ
る。一方，共和主義＋自由主義では，専門的軍
人モデルになって，これが義務になり，動機も
愛国主義となって，アイデンティティも集団的
－専門的となり，統制は政軍分離，政治的中立
性である。これに対して，民間軍事会社モデル
は新自由主義に基づき，国家と社会の関係は契
約により，動機も報酬を得ることに徹底され，ア
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イデンティティは個人的－専門的となり，その
統制は市場の圧力と契約法ということになる。
つまり民間軍事会社における個人というのは，
職業選択の自由に基づき一つの会社を選んだに
すぎない。にもかかわらず，その機能は国家機
能のコアの部分に浸透しつつある。

Ⅱ．民間軍事会社現象の背景と要因

１．現代の軍事力をめぐる条件の変化
　冷戦後の現代における軍事力をめぐる客観的
条件はどのように変わったか。
　第１に，３つの “multi” 現象を指摘できる。⒜
multinational，⒝multilateral，⒞multicultural
である。⒜は独仏混成旅団やEU防衛省の発足に
見られるように，「国防軍」という定義も変容し
ている。それは伝統的な「国土防衛軍」から，多
国間的な関係において自国の「国益」を守る「国
益防衛軍」という意味での「国防軍」に変容し
ている12。次の⒝はここで指摘するまでもなく，
テロや地域紛争の複雑化，非正規化，非対称化
である。⒞は，例えばドイツ連邦軍兵士のうち
1000人がイスラム教徒であるという形で，軍隊
の多文化現象を挙げれば足りるだろう13。
　第２に，軍隊のハイテク化と非人間化が指摘
される。軍事機能の技術や情報場面では，民間
軍事会社が事実上「戦争」をやっている。これ

は後述する。
　第３に，軍人と民間人の区別の困難性の問題
がある。かつては，戦争における民間人の犠牲
者の割合が軍人（戦闘員）のそれよりも高いと
いう脈絡で語られたが，今日は，民間人が武装
して軍人を守るという現象のなかで，軍人と民
間人の区別の困難性が語られている。なお，「制
服を着た市民」という概念は，50年代のドイツ
再軍備過程で重要な意味をもった。軍人の権利
の制約を必要最小限にとどめるべきという法律
論を支えた理念は，「制服を着た市民」（Bürger 
im Uniform）という理念だった。しかし今や，

「私服の戦闘員」ないし「武装した民間人」が軍
人を守るという現実がある。

２．民間軍事会社拡大の要因
　このような軍事力をめぐる客観的な条件の変
化のなかで，民間軍事会社が拡大していく。そ
の要因としては，まず第１に，軍事費削減の影
響がある。冷戦後，長期的に調達する装備や計
画は中止や延期，縮小を余儀なくされた。これ
に伴い，世界中で600万人の軍人が失業した。こ
れが第２の要因である。湾岸戦争時71万1000人
いた米国軍人も，イラク戦争時は48万7000人に
まで減少していた。職業軍人が選択定年になり，
あるいは早期退職した。すぐれた軍事技能をも
つ個人が市場に大量参入し，高い報酬で軍事ビ

軍人の理念モデルとPMSCs

軍人の理念モデル

共和主義 共和主義と自由主義 新自由主義

モデル 市民－軍人 専門的軍人 民間軍事会社

国家と社会の関係 相互的義務 義務 契約

動機 自衛 愛国主義 報酬を得る

アイデンティティ 個人－市民 集団的－専門的 個人的－専門的

民主的統制と 
アカウンタビリティ

政治的役割と軍事的役割
の結合と統合，社会の政
治的および社会的代表制

政治的および軍事的役割
の分離，政治的中立性，
軍事的専門主義と規律

政治的および軍事的役割
の疎遠，政治的中立性，
市場圧力，契約法
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ジネスに吸収されていった。
　第３に，旧ソ連圏や途上国での民族対立は，民
間軍事会社の「市場」と需要を拡大した。ソマ
リアの海賊対策も民間軍事会社が受注したこと
は周知の事実である。
　第４に，RMA（軍事革命）の影響である14。ハ
イテク兵器の軍隊は，優秀な民間軍事会社の社
員に運用してもらう方が効率的というわけであ
る。

３．民間軍事会社の種類と「発注者」
　民間軍事会社の種類には大きく分けて，⒜役
務提供型企業（Military Provider Firms），⒝軍
事コンサルタント企業（Military Consultant 
Firms），⒞軍事支援企業（Military Support 
Firms）がある15。戦闘空間を一本の槍に置き換
えると，穂先にあたる最前線と柄にあたる最後
衛，その中間の棒の部分に三分割される。⒜は
最前線で戦闘・運用支援を行い，幹部の警備・
警護活動も行う（傭兵との区別が不明確な部
分）。⒝は，技術指導や戦術指導，訓練指導，情
報収集など多様かつ多彩な活動を行う。⒞は，食
料・物資の調達から輸送，供給，備蓄から兵舎
の管理などに至る後方支援業務・兵站全般に関
わる。従来は⒞が中心だったが，近年では⒝の
比重が高まり，さらに現代戦における「最前線」
概念の変容のなかで，⒜の受注も増えている。
　民間軍事会社の要員は軍人よりも軍事専門的
なノウハウを持っており，職種・部門によって
は将校以上の役割を果たしていると言える。優
秀な軍人を高給で採用している結果である。か
つて情報収集はCIAの十八番だったが，民間軍
事会社がCIAの優秀な要員をヘッドハンティン
グしたため，情報収集でも民間軍事会社の需要
は増大している。
　ところで，民間軍事会社の「発注者」は，⒜

「強い国家」，⒝一般企業，⒞「弱い国家」，⒟内
戦諸派や解放運動に関わるグループ，⒠紛争地
域で活動するNGO，⒡民間団体や個人などであ
る。特に紛争地域で活動するNGOの安全をどう
守るかは悩ましい問題である。国連のもとに常

備的な警察力があって，それが客観的な手続き
を経てNGOを支援するという形が望ましいと
考えるが，残念ながら現実はそこまでいってい
ないなか，後述するように，国連も民間軍事会
社に依存している。

Ⅲ．民間軍事会社の実態

１．90年代に拡大した民間軍事会社
　民間軍事会社は90年代に急速に拡大した16。
1991年の湾岸戦争時，米兵50人から100人に対し
てPMSCs要員１人の割合だった。それが，2003
年のイラク戦争時は10対１になっていた。イラ
ク戦争では300億ドル（総戦費の８％）が民間軍
事会社に支払われた。軍事機能のアウトソーシ
ングが進んでいるわけである。Blackwater社
は，イラクのアブグレイブ収容所の拷問事件に
関与し，2007年には銃乱射事件を起こして市民
17人を死亡させるなど，民間軍事会社の問題性
を浮き彫りにした。
　「9.11」後，米国は38カ国に新たに軍事基地
を設け，130カ国以上に50万人以上を展開させて
いるが，それらの基地機能や部隊の機能の少な
くない部分を民間軍事会社が受注している。と
りわけ，イラクへの軍事介入（2003年）は，民
間軍事会社を大きく飛躍させた。U. S. Govern-
ment Accountability Office（GAO）によれば，
2008年４月にイラクで活動する，米国防総省と
契約を締結した民間軍事会社の社員は19万8000
人に達するという。そのうち２万5000人がいわ
ゆる「安全機能」（security functions）を遂行
している17。武器を携帯して「戦闘」まで行う
要員である。軍人ではないから，戦闘員ではな
く，コントラクター（Contractor，請負人）と
呼ばれる。

２．民間軍事会社と国連
　国連も民間軍事会社と浅からぬ関係にある。
国連平和維持活動（PKO）のアウトソーシング
はどこまでいっているか。本稿冒頭で紹介した
英国の2002年報告書（グリーンペーパー）には，
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コフィー・アナン国連事務総長（当時）が，1994
年に，ゴマの難民キャンプのなかに紛れ込んで
いる兵士を難民と識別するノウハウが一般の人
にはないから，軍事知識を持つ人に見分けても
らおうとしたことが紹介されている18。難民と
兵士とを分離するとき，「おまえは軍人だろう。
こっちに来い」ということを弱い人がやると逆
にやられてしまう。その能力をもつのは民間軍
事会社しかないということで，アナンは民間軍
事会社に委託した。「しかし，世界は平和を私事
化する用意はないだろう」とも付け加えざるを
得なかった。国連平和維持活動と民間軍事会社
の密接な関係はすでに現実である19。

３．軍事機能の「民営化」の帰結
　民間軍事会社が国家の軍事機能を多様な形で
担う現実のなか，一つの役割分担がある。軍隊
が攻撃を行い，民間軍事会社が防衛を行うとい
う建前である。だが，現代戦のなかで，この分
担関係は相対化されている。一例として，無人
機「プレデター」（捕食者）の運用を挙げよう20。
　米軍はいま，米国本土の基地から衛星通信を
使い，１万キロ以上離れたアフガニスタンとイ
ラクで無人機を飛ばしている。モニターの画面
上でコントローラーを使い，ミサイルを発射し
ている。無人機のための情報収集は民間軍事会
社の社員が担当している。交戦規則（ROE）で
民間人の戦闘行為は禁じられているため，ミサ
イルボタンを押す瞬間は兵士と交代する。空軍
が作成した長期計画書によると，2012年をめど
に，１人で同時に４機の操縦を目指し，人件費
の56％の削減が可能という。「戦争における民営
化」はコスト削減のために進んでいる。
　だが，民間軍事会社がコスト削減になってい
るかは疑問である。例えば，Blackwater社の要
員の報酬は年間44万5000ドルであり，米陸軍下
士官（平均５万1100ドル）の９倍かかるとい
う21。必ずしもコスト削減になっていないこと
に注意すべきだろう。ちなみに，“black water 
fever” というのは，マラリアの一種で「黒水熱」
と呼ばれ，尿が黒くなる病気である。こんな会

社に国家が取り込まれて，まさにマラリアの如
くである。
　さらに問題なのは，小国が税金を使って株式
会社に国の防衛業務を委託していることである。
民間軍事会社の最大の顧客は「弱い国家」とい
うことになる。その国の憲法には，軍隊は大統
領の命令で動くことになっているのだが，実際
は単なる顧客のボスに過ぎなくなっている。こ
れは私の造語だが，「民間軍事会社国家」が生ま
れているのではないか。気づいてみたら，国連
総会の多数を占める中小国の防衛部門は，民間
軍事会社が担っていたということになりかねな
い。
　また，シビリアンである民間軍事会社トップ
が国家の中枢に入って「需要」を拡大すること
も懸念される。ブッシュ政権のチェイニー副大
統領がその例である。彼は民間軍事会社ハリ
バートンの最高経営責任者（COE）であった。
チェイニーはイラク戦争にきわめて積極的だっ
た。ハリバートンの子会社が米軍の後方支援を
担ったのは偶然だろうか22。
　アイゼンハワー大統領がその退任演説（1961
年１月17日）で危惧した現実が目の前にある。ア
イゼンハワーはノルマンディー上陸作戦を指揮
した軍人中の軍人だが，軍と民間との過度で異
様な結びつきについて，次のような懸念を表明
した23。
　「われわれは大規模に本業としての武器製造
業を作るように追い立てられるようになった。
……巨大な防衛組織と大規模武器製造業との結
びつきは米国にとってまったく新しい要素であ
り，軍産複合体が，意図したものか，意図しな
かったものであるかを問わず，彼らによって作
り出される不当な影響に対抗して，われわれは
身を守らねばならない。軍事力が不当に使用さ
れる災害の可能性は増大しているし，今後さら
に持続するであろう。……そうした不正な力を
抑止できるのは市民の警告と知識である」と。
　軍事力が不当に使用されるカタストローフを
軍産複合体が「創作」しかねない。軍事費を劇
的に増やすためならば何でもするという危うさ
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を，アイゼンハワーは予測していた。それを阻
止できるのは「市民の警告と知識のみ」という
言葉は，今日もなお，いや「9.11」を体験した
今こそ，重く響く。

Ⅳ．軍事機能の「民営化」への法的アプ
ローチ

１．民間軍事会社要員の法的地位の曖昧性
　民間軍事会社に関する法的アプローチについ
て少し述べよう24。とりわけ民間軍事会社の要
員の法的地位は曖昧である。「戦闘員」と「非戦
闘員」という区別の隙間のなかに民間軍事会社
の要員はいる。
　1949年ジュネーヴ第３条約４条Ａ⑷「軍隊の
構成員でないが軍隊に随伴する者」に相当する
のか。それとも1949年ジュネーヴ第1条約追加議
定書47条で禁止されている「傭兵」にあたるの
か。民間軍事会社の要員は「非戦闘員」だが，実
質は「武装した民間人」あるいは「軍服非着用
の戦闘員」である。
　民間軍事会社は自分たちのことを傭兵とは決
して言わない。「傭兵の募集，使用，資金提供お
よび訓練を禁止する条約」（1989年採択，2001年
発効）の「傭兵」の定義は個人を軸としたもの
なので，民間軍事会社の要員についてはグレー
ゾーンと言える。

２．法的規制のアプローチ
　民間軍事会社の法的統制に関しては，さしあ
たり４つの統制の仕方が想定される25。
　第１にジュネーヴ条約をもっと発展させて，
個人から会社へというように条約を改定するこ
とである。第２に，民間軍事会社をライセンス
制にして，これに対して厳しいハードルをつけ
ること。第３に，登録制と報告義務を各国家に
させるということ。第４に，国際的な規制，透
明化と査察である。もっとも，民間軍事会社が
多くある国は，英国や米国，フランス，南アフ
リカ，イスラエルなどで，常任理事国が過半数
を占めている。

　アメリカでは，Blackwater事件があった関係
上，1996年に「軍事域外管轄権法」という法律
が制定された26。これは基本的にアメリカ国内
で軍隊と契約する民間人が，ジュネーヴ条約上
の違法行為をやった場合，これを国内裁判所で
裁けるというものである。軍法会議で軍人を裁
くのと違って，いわゆる軍属をアメリカ国内の
裁判所で裁くということなのだが，このUni-
form Code of Military Justiceはアメリカの軍
事部門である。2000年に制定されたMilitary 
Extra-Territorial Jurisdiction Actというのが
あるが，国防総省に雇用された契約者のみであ
る。イラクのアブグレイブ収容所の場合は内務
省に雇われていたため適用がない。
　なお，民間軍事会社の違法行為に対する責任
の所在と要員への責任追及はできるか，また派
遣国が民間軍事会社を利用した場合と，国連が
利用した場合にはどうなるか。さらに民間軍事
会社が下請けや孫請けに出して責任を回避する
可能性など，問題を分けて検討する必要がある
だろう。「改革のための多面的アジェンダ」とし
て，国際法や国内の刑法・民法による規制に加え
て，民間軍事会社の組織構造や文化の改革も模
索されている27。将来的には，本格的な民間軍事
会社規制条約のようなものが必要になるだろう。
　民間軍事会社の法的規制の問題は緒についた
ばかりである。

３．「民間軍事会社行動規範」
　業界内部での行動規範（Code of Conduct）に
期待する向きもある。いわゆる「グリーンペー
パー」（2002年の英国下院外交委員会報告書）の
なかで提言されているものだが，その一つの具
体化が「モントルー文書」として知られる「民
間軍事会社行動規範」である28。2008年９月，米
国やスイス，ドイツなど17カ国が参加して決め
たものだが，法的拘束力はない。参加国は2010
年現在34カ国で，日本は参加していない。設立
を許可制とし，政府による監督を強化したもの
である。そこでは，採用時の審査の厳格化，戦
時の文民保護を規定した国際人道法や国際人権
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法についての社員教育の強化，国際人道法違反
の社員の懲戒，深刻な法律違反があった場合は，
関係諸国が法的な責任を追及することなどが挙
げられている。だが，政府による規制といって
も，関係する政府は少なくとも３つ存在する（民
間軍事会社の拠点所在国，契約締結国，活動地
域国）。規制の実効性にはかなり疑問がある。で
は，民間軍事会社の「善意」（自主規制）に期待
するしかないのか。
　「国際平和活動協会」（IPOA：International 
Peace Operations Association）という団体があ
る29。まるで平和活動のサポーターのような名
称だが，実態は民間軍事会社の世界的な業界団
体である。2010年になって「国際安定活動協会」

（ISOA：International Stability Operations As-
sociation）に名称変更した30。そこには「行動規
範」が８カ国語で示されている。2010年８月17
日，アフガニスタンのカルザイ大統領が，国内
で活動するすべての民間軍事会社に対して，年
末までに解散するよう命ずる大統領令を出し
た31。「安定活動」という名称変更は，紛争後の
活動を前面に押し出して，民間軍事会社の
Blackwaterから醸しだされるブラックなイ
メージを払拭しようとしたものだろう。Black 
water社自身も同年，Xe社に社名変更している。

Ⅴ．憲法の平和主義的秩序と民間軍事会
社

１．平和主義的秩序と整合するか
　日本国憲法の平和主義的秩序と民間軍事会社
との関係をどう考えたらいいか。個人に着目す
ると，自分の意志で傭兵になることを，憲法９
条は禁止していない。宮沢俊義も，「個々の国民
が……外国の軍隊に志願することが適当と考え
たりすることは，彼の自由だと見るべきであり，
憲法がその自由まで制限していると解すべき根
拠は見いだされない」32と述べている。個人が外
国の民間軍事会社と契約を結び，戦闘行為に関
与することが違憲であるという論理は出てこな
い。傭兵になれば刑事罰を科すというような傭

兵禁止法が制定されたら，これは職業選択の自
由を侵害するものと評価されるだろう。2005年
５月，イラクで，英国の民間軍事会社所属の日
本人（44歳，元自衛官）が武装勢力に殺害され
た。これこそ自己責任の問題であろう。

２．ドイツ基本法の「憲法直接禁止」
　戦争放棄や戦力不保持という点ではともかく，
国家機関以外の平和主義秩序との関わり方とい
う点では，ドイツ基本法はかなり踏み込んだ規
定の仕方をしている33。すなわち，基本法26条
１項は，侵略戦争の準備や平和攪乱を，国家機
関のみならず，個人および法人に対しても禁止
している。同２項は，戦争遂行用武器の製造，運
搬，取引に対する連邦政府の許可を定めるので，
これは「憲法直接的禁止」と解されている34。つ
まり，個人や法人に対しても，侵略戦争準備行
為を刑罰によって禁止する形で平和国家的秩序

（Friedensstaatlichkeit）を維持しようとしてい
るわけである。ただ，民間軍事会社が「侵略戦
争準備行為」と認定されるようなことはないだ
ろうし，「憲法直接禁止」といっても，民間軍事
会社の契約内容について具体的な規制を引き出
すほどの効果があるわけではない。実際，連邦
政府の許可については，戦争武器統制法に委ね
られている。この法律は，民間軍事会社が提供
する軍事的な役務やノウハウの提供までも規制
できるわけではない35。

３．会社の「軍事活動」規制の憲法的「公
序」？

　日本国憲法９条２項の「その他の戦力」は，英
文ではother war potentialであり，最広義説に
よれば，これは「戦争に役立つ一切の潜在的能
力」となる36。この最広義説を徹底すれば，兵
器製造に関わる軍需産業や，軍事役務提供を行
う民間軍事会社もwar potentialにカウントされ
ることになるだろう。ただ，農薬の製造工程が
毒ガス製造のそれと紙一重であることは承知の
ことだが，農薬の関連施設を「戦力」とするの
は無理があろう37。この説は「広きに失する」と
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される所以である。
　なお，貿易・輸出入の場面における平和主義
的秩序の具体化という点では，武器輸出三原則
を挙げることができる38。ただ，この原則には
たくさんの抜け穴があることは周知の通りであ
り，いわんや，この原則から民間軍事会社の役
務提供の規制を引き出すことはできない。
　９条規範の直接的な名宛人は国家だから，民
間軍事会社のような法人を９条からダイレクト
に規制することは困難であり，規範的クッショ
ン構成が必要だろう。民間軍事会社が国家の軍
事機能の際どいところ（前述の「穂先」部分）
にまで関わってくるなかで，実態に即した検討
が求められる所以である。
　今後日本でも，警備会社・セキュリティ会社
が民間軍事会社類似の機能を持ちはじめ，国外
に市場を求めて展開していくことも十分考えら
れるので，民間軍事会社に対する法的規制を考
えておく必要があるだろう。

むすびにかえて

　「現代の傭兵」といっても簡単ではない。『戦
争の犬たち』（F.Forsyth, The Dogs of War, 
1974）のような個人を想定したものではなく，
ニューヨーク証券取引所に上場する民間企業が，
武装した要員を紛争地に送り，軍事的サービス
で商売をしている。この現実といかに向き合う
か。結論めいたものは出せないが，「憲法と経済
秩序」という本テーマとの関わりで素材提供さ
せていただいた。後ほどご議論いただきたいと
思う。

《付記》本稿は「憲法と経済秩序」第８回研究
会（2010年５月16日）における報告のテープお
こし原稿に加筆したものである。副題は「民間
軍事会社（PMSCs）と『対外憲法』（Außenver-
fassungsrecht）」であったが，標記のように修
正した。また，報告の５「憲法の平和主義的秩
序と『民営化』─『対外憲法』（Außenverfas-
sungsrecht）の視点から」の部分はすべて割愛

した。
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